
特定非営利活動法人ヴォイス定款

第 1章 総 則

(名  称 )

第 1条  この法人は、特定非営利活動法人ヴォイスという。

(事務所 )

第 2条  この法人は、主たる事務所を東京都新宿区矢来町45番 地シテ ィハウス神楽坂

106に i置:く 。

(目  的)

第 3条  この法人は、広く一般市民を対象として、自分の気持ちを的確に相手に伝え

たり、相手の気持ちを受け止め理解 したりする力を高めて、人と人、人と社会

とのつなが りを深めるための文章の書き方、写真の撮 り方、話の聴き方 (取

材)、 新聞・冊子作 りなどをア ドバイスする講座・イベン トを行うとともに、

情報洪水の中で自分を見失わずに生きるための指針となるキャリア教育、メデ

ィアリテラシー、人権などに関する授業・講義・啓発活動などを実施 し、だれ

もが生きがいを持って豊かな生活を送ることができる社会づくりに寄与するこ

とを目的とする。

〈特定非営利活動の種類 )

第 4条  この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行

つ 。

(1)保健、医療又は福祉の増進 を図る活動

(2)社会教育の推進 を図る活動

(3)ま ちづ くりの推進 を図る活動

(4)学術、文化、芸術又はスポーツの振興 を図る活動

(5)人 権の擁護又は平和の推進 を図る活動

(6)子 どもの健全育成を図る活動

(7)前各号に掲げる活動を行 う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助

の活動

(事業の種類)

第 5条  この法人は、第 3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業とし

て、次の事業を行う。

(1)人 と人、人と社会とのつながりを深めるための講座・イベン ト事業

(2)自 分を見失わずに生きるための指針となる授業・講義・啓発活動事業

(3)そ の他目的を達成するために必要な事業

第 2章 会 員

(種  別 )

第 6条  この法人の会員は、次の 2種 とし、正会員をもつて特定非営利活動促進法

(以 下「法」という。)上の社員とする。

(1)正 会員  この法人の 目的に責同 して入会 した個人及び団体

(2)賛助会員 この法人の 目的に賛同 じ賛助するために入会 した個人及び団体



(入  会 )

第 7条 会員の入会について、特に条件は定めない。

2 会員として入会 しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書によ り、

理事長に申 し込むもの とす る。

3 理事長は、前項の申 し込みがあつたとき、正当な理由がない限 り、入会を認め

なければな らない。

4 理事長は、第 2項のものの入会 を認めないときは、その旨を本人に通知 しなけ

ればな らない。

(入会金及び会費 )

第 8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならな

い 。

2 入会金及び会費は返還 しない。

(会 員の資格の喪失 )

第 9条  会員が次の各号の一に該当す る場合には、その資格を喪失する。

〈1)退会届の提出をしたとき。

(2)本人が死亡 し、若 しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅 したと

き。

(3)継続 して 1年以上会費を滞納 したとき。

(4)除名されたとき。

(退 会 )

第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出 して、任意に退会するこ

とができる。

〈除 名 )

第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決によ り、これを除名す

ることができる。

(1)こ の定款に違反 したとき。

(2)こ の法人の名誉を傷つけ、又は目的に反す る行為を したとき。

2 前項の規定により会員を除名 しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明

の機会を与えなければならない。

第 3章 役 員

〈種別及び定数 )

第12条  この法人に、次の役員を置 く。

(1)理事 3人以上 7人 以内

(2)監 事 1人以上 2人 以内

2 理事のうち 1人を理事長とする。

3 理事のうち 1人 以上 2人 以内を副理事長とすることができる。

(選任等 )

第13条 理事及び監事は、総会において選任する。

2 理事長及び副理事長は、理事の互選 とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の

親族が 1人 を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親



族が役員の総数の 3分 の 1を超えて含まれ ることになつてはな らない。

4 法第20条 各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができな

い 。

5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職 務 )

第14条 理事長は、この法人を代表 し、その業務を総理す る。

2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表 しない。

3 副理事長は、理事長を補佐 し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたと

きは、理事長があらか じめ指名 した順序によつて、その職務を代行する。

4 理事は、理事会を構成 し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づ

き、この法人の業務を執行する。

5 監事は、次に掲げる職務を行 う。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)こ の法人の財産の状況を監査すること。

(3)前 2号 の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関 し不正の行為

又は法令若 しくは定款に違反する重大な事実があることを発見 した場合には、

これ を総会又は所轄庁に報告すること。

(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述

べること。

(任期等 )

第15条  役員の任期は、 2年 とする。ただ し、再任を妨げない。

2 補欠のため、又は増員によ り就任 した役員の任期は、それぞれの前任者又は現

任者の任期の残存期間 とす る。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任す るまでは、その職務

を行わなければならない。

(欠 員補充 )

第16条 理事又は監事のうち、その定数の 3分の 1を超える者が欠けたときは、遅滞

なくこれを補充 しなければならない。

(解  任 )

第17条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決によ り、これを解任す

ることができる。

(1)心 身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認め られるとき。

(2)職務上の義務連反その他役員としてふさわ しくない行為があったとき。

2 前項の規定により役員を解任 しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明

の機会 を与えなければならない。

(報酬等 )

第18条 役員は、その総数の 3分 の 1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要 した費用を弁償することができる。

3 前 2項 に関し必要な事項は、理事会で議決する。



第 4章 会 議

(種  別 )

第19条  この法人の会議は、総会及び理事会の 2種 とする。

2 総会は、通常総会及び臨時総会 とする。

(総会の構成 )

第20条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能 )

第21条  総会は、以下の事項について議決する。

(1)定 款の変更

(2)解散及び合併

(3)会 員の除名

(4)事 業計画及び予算並びにその変更

(5)事業報告及び決算

(6)役 員の選任及び解任

(7)役員の職務及び報酬

(8)入会金及び会費の額

(9)資 産の管理の方法

(10)借入金 (そ の事業年度内の収益をもつて償還する短期借入金を除く。第47

条において同じ。)そ の他新たな義務の負担及び権利の放棄

(11)解 散における残余財産の帰属

(12)事 務局の組織及び運営

(13)そ の他運営に関する重要事項

(総会の開催 )

第22条  通常総会は、毎年 1回開催する。

2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。

(2)正 会員総数の 5分 の 1以上から会議の目的を記載 した書面により招集の請求

があったとき。

(3)監事が第14条第 5項第 4号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集 )

第23条  総会は、前条第 2項第 3号の場合を除いて、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第 2項第 1号及び第 2号の規定による請求があったときは、そ

の日から30日 以内に臨時総会を招集 しなければならない。

3 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載 した書

面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも 5日 前までに通知 しなければな

らない。

(総会の議長 )

第24条  総会の議長は、その総会に出席 した正会員の中か ら選出す る。

(総会の定足数 )

第25条  総会は、正会員総数の 2分の 1以上の出席がなければ開会することはできな

い 。



(総会の議決 )

第26条  総会における議決事項は、第23条 第 3項の規定によってあらか じめ通知 した

事項 とする。ただ し、緊急の場合については、総会出席者の 2分の 1以上の同

意によ り議題 とすることができる。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席 した正会員の過半数をも

って決 し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 理事又は正会員が、総会の 目的である事項について提案 した場合において、正

会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を したときは、当該提案を

可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(総会での表決権等 )

第27条  各正会員の表決権は、平等なものとする。

2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらか じめ通知された

事項について書面若 しくは電磁的方法をもつて表決 し、又は他の正会員を代理人

として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決 した正会員は、前 2条及び次条第 1項の適用について

は、総会に出席 したものとみなす。

4 やむを得ない理由により総会の場に来られない正会員は、ネットワーク機器等

の接続によるオンライン会議システム (発言等の情報伝達の双方向性及び即時性

が確保されているものに限る。以下同じ。)に よって、総会に出席 し、評決する

ことができる。

5 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加

わることができない。

(総会の議事録 )

第28条  総会の議事については、次の事項を記載 した議事録を作成 しなければならな

い 。

(1)日 時及び場所

(2)正 会員総数及び出席者数 (書 面若 しくは電磁的方法による表決者又は表決委

任者がある場合、又は、オンライン会議 システムによる出席者がある場合にあ

つては、その数を付記すること。 )

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び総会において選任 された議事録署名人 2人 が、記名押印

又は署名 しなければな らない。

3 前 2項の規定にかかわ らず、正会員全員が書面又は電磁的記録による同意の意

思表示をしたことによ り、総会の決議があつたとみなされた場合においては、次

の事項を記載 した議事録を作成 しなければな らない。

(1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容

(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

(3)総会の決議があったものとみなされた日及び正会員総数

(4)議事録の作成に係 る職務を行 った者の氏名

(理事会の構成 )

第29条  理事会は、理事をもって構成する。



(理事会の権能 )

第30条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決 した事項の執行に関する事項

(3)そ の他総会の議決を要 しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催 )

第31条  理事会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)理事長が必要 と認めたとき。

(2)理事総数の 2分の 1以上か ら理事会の目的である事項 を記載 した書面によ り

招集の請求があつたとき。

(理事会の招集 )

第32条  理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第 2号 の規定による請求があつたときは、その 日か ら14日 以内

に理事会を招集 しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の 日時、場所、目的及び審議事項を記載 した書

面又は電磁的方法によ り、開催の 日の少な くとも 5日 前までに通知 しなければな

らない。

(理事会の議長 )

第 33条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(理事会の議決 )

第34条  理事会における議決事項は、第32条 第 3項 の規定によつてあらか じめ通知 し

た事項 とす る。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決 し、可否同数の ときは、議長の

決するところによる。

(理事会での表決権等 )

第35条  各理事の表決権は、平等なものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらか じめ通知された

事項について書面をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決 した理事は、前条及び次条第 1項の適用については、理

事会に出席 したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加

わることができない。

(理事会の議事録 )

第36条 理事会の議事については、次の事項を記載 した議事録を作成 しなければなら

ない。

(1)日 時及び場所

(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名 (書 面表決者にあつては、その旨を付記

すること。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

〈5)議事録署名人の選任に関する事項



2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2人が記名押

印又は署名 しなければならない。

第 5章 資 産
(資 産の構成)

第37条  この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)設立当初の財産 目録に記載された資産

(2)入 会金及び会費

(3)寄附金品

(4)財産か ら生 じる収益

(5)事業に伴 う収益

(6)そ の他の収益

(資産の区分 )

第38条  この法人の資産は、特定非営利活動に係 る事業に関す る資産 晰゙←の塑

“

興事業■―

+議帰宇く

"冬

達″>2種 とする。

(資 産の管理 )

第39条  この法人の資産は、理事長が管理 し、その方法は、総会の議決を経て、理事

長が別に定める。

第 6章 会 計

(会 計の原則 )

第40条  この法人の会計 は、法第 27条 各号 に掲 げる原則 に従 つて行わな けれ ばな らな

い。

(会計の区分)

第41条  この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計、一その4察)事業4議■の2
4重 とする。

(事業年度 )

第42条  この法人の事業年度は、毎年 4月 1日 に始ま り、翌年 3月 31日 に終わ る。

(事業計画及び予算 )

第43条  この法人の事業計画及びこれに伴 う予算は、毎事業年度、理事長が作成 し、

総会の議決を経なければな らない。

(暫定予算 )

第44条  前条の規定にかかわ らず、やむを得ない理由によ り予算が成立 しないとき

は、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の 日まで前事業年度の予算に準

じ収益費用を講 じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立 した予算の収益費用とみなす。

(予算の追加及び更正 )

第45条  予算成立後にやむを得ない事由が生 じたときは、総会の議決を経て、既定予

算の追加又は更正をす ることができる。

(事 業報告及び決算 )



第46条  この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産 目録等決算に関す

る書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成 し、監事の監査を受

け、総会の議決を経なければな らない。

2 決算上剰余金 を生 じたときは、次事業年度に繰 り越すもの とす る。

〈臨機の措置 )

第47条  予算をもつて定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担 を

し、又は権利の放棄を しようとす るときは、総会の議決を経なければな らない。

第 7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更 )

第48条  この法人が定款 を変更 しようとするときは、総会に出席 した正会員の 4分の

3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条 第 3項 に規定する事項について

は、所轄庁の認証 を得なければな らない。

2 この法人の定款を変更 (前項の規定により所轄庁の認証 を得なければな らない

事項を除 く。)し たときは、所轄庁に届け出なければな らない。

(解 散 )

第49条  この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議

(2)目 的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正 会員の欠亡

(4)合併

(5)破産手続開始の決定

(6)所轄庁による設立の認証の取消 し

2 前項第 1号の事由によ りこの法人が解散するときは、正会員総数の 4分の 3以

上の議決を経なければならない。

3 第 1項第 2号の事由によりこの法人が解散するときは、所轄庁の認定を得なけ

ればならない。

(残余財産の帰属 )

第50条  この法人が解散 (合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)し たと

きに残存する財産は、法第11条第 3項 に掲げる者のうち、総会において議決 し

たものに譲渡するものとする。

(合  併 )

第51条  この法人が合併 しようとするときは、総会において正会員総数の 4分 の 3以

上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければな らない。

第 8章 公告の方法
(公告の方法 )

第52条  この法人の公告は、官報に掲載 して行 う。ただ し、法第28条の 2第 1項に規

定する貸借対照表の公告については、この法人のホームペー ジにおいて行 う。



第 9章 事務局

(事務局の設置 )

第53条  この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができ

る。

2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置 くことができる。

(職員の任免 )

第54条  事務局長及び職員の任免は、理事長が行 う。

(組織及び運営 )

第55条  事務局の組織及び運営に関 し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別

に定める。

第10章 雑 貝1

(細  則 )

第56条  この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれ

を定める。

附 則

1 この定款は、この法人の成立の日か ら施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次の とお りとする。

4 この法人の設立当初の事業年度は、第42条 の規定にかかわ らず、この法人の成立

の日か ら令和 7年 3月 31日 までとする。

5 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第43条の規定にかかわ らず、設立総

会の定めるところによる。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第 8条の規定にかかわ らず、次に掲げ

る額 とする。

(1)入会金 正会員 (個 人・団体)0円  賛助会員 (個 人・ 団体)10,000円

(2)年会費 正会員 (個人・団体)0円  賛助会員 (個 人)1口 10,000円

(団体 )1口 50,000円

(1日 以上 )
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理 事     武 井  祐 二

理 事     告 田  勝 己

理 事     横 山  咲 子

監 事     橋 本  昌 也



書式第 1号 (法第 10条・第 23条関係 )

設立・役員変更用

役員名簿 (役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿 )

特定非営利活動法人 ヴォイス

1 確認事項 (法第 20条及び第 21条を確認の上、チェックを入れてください。)

匡]以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係)

[1 各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係)

2 役員一覧

役 名
(ど ちらかにO)

(フ リガナ )

氏   名

報酬の有無
(ど ちらかにO)

役職名等

1
理 事 監 事

ハシモト   とロミチ

橋本 弘道

有 理事長

2

ヨユヤマ   サトシ

有

横山 聡

3 監事理 事
タタイ   ユウン

｀

武井 祐

有

4 監 事理 事

ヨンタ・   カツミ

吉田 勝己

有

5 監 事理 事

rri" lt+r

横山 咲子

有

6 理 事 監事
ハンモト   マサヤ

有

橋本 昌也

7 理事・監事 有 征

8 理事・監事 有・無

9 理事・監事 有・無

⌒

曜ク監事



書式第 8号 (法第 10条・第 25条関係)

設立・定款変更用

令和 6年度 事 業 計 画 書

特定非営利活動法 ス

1 事業実施の方針

自治体や他の NPO法人から請け負 う下記の事業を確実に実施 しながら、NPO法人独自に企画するイ

ベン トを実施するための基盤を整備する。また、生き方の指針 となるような記事をNPO法人のウェブサ

イ トに掲載 して、同法人の活動の周知を図る。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【252】 千円 )

(2)その他の事業 (事業費の総費用 【   】千円)

足私 に記 載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千 円)

人と人、人と
社会とのつな
が りを深める
ための講座・
イベン ト事業

参加者が自ら取材 して写
真を撮 り、記事を執筆、
レイアウ トを行 う新聞作
り講座

年 7回
新宿区
地域セン
ター

2名 新宿区民 10名 103

1
ノヽ

社
が

と人、人と
会とのつな
りを深める

ための講座・
イベン ト事業

障がい者と健常
ぞれカメラマン
になって写真を
い、絆を深める

ヨι
徊

と

がそれ
モデル
h△
フ ロ
ベン ト

撮
イ

年 3回
港区立
障害保健
福祉セン
ター

2名 港区民 15名 129

人と人
社会と
が りを
ための
イベン

、人 と
のつな
深める
講座・
卜事業

高齢者に自分の人生につ
いて語ってもらい、文章
にまとめる傾聴講座のフ
ォローアップ

10月

新宿区
薬王寺地
域 ささえ
あい館

1名 新宿区民 10名 5

自分を見失わ
ずに生きるた
めの指針 とな
る授業・講
義・啓発活動
事業

NPO法人のウェブサイ
トに、キャリア教育、メ
ディアリテラシーなどに
ついての記事を掲載

通年
ウェブサ
イ ト

3名 一般 15

定 款に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

事業費
(千 円)



書式第 8号 (法第 10条・第 25条関係 )

設立・定款変更用

令和 7年度 事 業 計 画 書

特定非営利活動法人__ジォイス

1 事業実施の方針

自治体や他の NPO法人から請け負 う事業のほかに、独 自の企画として高校生・大学生を対象に、人

生のキャリアを考える講座を開催するなど、活動を本格化させる。引き続き、生き方の指針 となるよう

な記事をNPO法人のウェブサイ トに掲載 して、同法人の活動の周知を図る。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【2501千円)

(2)その他の事業 (事業費の総費用 【   】千円)

定思えに冨己車t
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
人数

事業費
(千円)

人と人、
社会との
が りを深
ための講
イベン ト

人と
つな
める
座・
事業

参加者が自ら取材
真を撮 り記事を執
イアウトを行 う新
講座

して写
筆、レ
間作 り 年 10回

新宿区
地域セン
ター

2名 新宿区民 10名 113

人と人、人 と
社会とのつな
が りを深める
ための講座・
イベン ト事業

障がい者と健常者がそれ
ぞれカメラマンとモデル
になって写真を撮り合
い、絆を深めるイベント

年 3回

港区立
障害保健
福祉セン
ター

2名 港区民 15名 102

目分を見矢わ
ずに生きるた
めの指針 とな
る授業・講
義・啓発活動
事業

高校・大学生を主な対象
に、進路や職業選択など
について考える講座

8月 未定 2名 高校・大
だ
`′

ト
●■エ

30人 15

目分を見矢わ
ずに生きるた
めの指針 とな
る授業・講
義・啓発活動
事業

NPO法人のウェブサイ
トに、キャリア教育、メ
ディアリテラシーなどに
ついての記事を掲載

通年
ウェブサ
イ ト

3名 般 20

載記
た
名

に
れ
業

款
さ
事

定
事業内容 日時 場所

従事者
人数

事業費
(千 円)

受益
対象者
範囲



書式第 9号 (法第 10条・第 25条 関係 )

令和 6年度 活動予算書 (その他事業がな上場合)

特定非営利活動去人 ワ グイス

人と人、人と社会とのつながりを深めるための講座・イベン ト事業

受取補助全

40S.500

受取利息

4
|

正会員受取会費
責助会員受取会費

受取寄附全
施設等受入,T価益

B

1

1

)

給料手当
役員報酬
退職給付費用
福利厚生費

会議費
消耗品費
旅費交通費
通信運搬費
施設等評価費用
減価償却費
印刷製本費

20.000
90,000
19.000

0

99.500
0

消耗品費
水道光熱費
通信運搬費
広報活動費
地 1卜家賃
旅費交通費
減価償却費

12,0

40,0
20.0
100,0

役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費

当 期 怪 , 減 額 -72.000
|

過年度損益修正益

C

災害損失

当 期 ,  タ 増 減 C

94.

上 味

巨王
~硬

範蕨 TI

】 ―



書式第 9号 (法第 10条・第 25条関係 )

令和 7年度 活動予算書 (そ の他事業が上1ヽ場合)

特定非営利活動法人ウォイス

設立 ・定款 変更用

1

正会員受取会費
責助会員受取会費

0

|

2

受取寄附金
施設等受入評価益

3

受取補助全

人と人.人 と社会とのつながりを深めるための講座・イベント事業
自分を見失わずに生きるための指針となる授業・講義・啓発活動事業

465.000

15.000

5 そ

受取利申.

1

1

給料手当
役員報酬
退職給付費用
福利厚生費

110.00

)そ の

会議費
消耗品費
旅費交通費
通信運搬費
会場費
施設等評価費用
減価償却費
印刷製本費

b.000

40,000
25,000

65,000
5,000

役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費

0

2

会議費
消極品費
水道光熱費
通信運搬費
広報活動費
地代家賃
旅費交通費
減価償却費

10,000
6.000
19.000

0

76,000
0

A 120.000

過年度損益修正益

,(=損 失
上

C

. ・  _■ .~~■■

=_:F

||] 500

0

0

0

L______主 _壼こ_____■ ■‐全止__

1当  期 雀



設   立   用
書式第 6号 (法第 10条関係 )

特定非営利活動法人ヴォイス

何かに感動 した り、美 しいものを見たりした体験、何気ない日常の出来事などを文章や写真で残 してお

きたい、と思 うことはしばしばあるでしょう。だれかに伝えて 「これ、いいね」「とても感動 したよ」と

笑顔が返ってくれば、満ち足 りた気分になります。逆に、だれかの話をじっくり聞いて、代わりに文章や

写真で表現 して喜んでもらえば、お互いに豊かな気持ちになります。

自分の気持ちを伝えて、他人とつなが り、そして社会とつながる。人は、だれかとつながることで生き

がいを感 じ、他人のために何かをしてあげたいと思 うようになるのではないでしょうか。

わたしたちは、長年にわたって文章を書き、写真を撮る仕事をしてきました。それを生かして文章の書

き方、写真の撮 り方を児童生徒、学生、社会人にア ドバイスする講座やイベン トの講師を務めてきまし

た。伝えたいことを 1ページの新聞にまとめる講座、障がい者 と健常者が交流しながら互いにカメラマン

とモデルを体験するイベン ト、自分や家族の写真をもとに思い出を文章にする講座などで、たくさんの人

が笑顔になる様子を見てきました。参加 した人たちからは 「自分の思いをうまく表現できた」「他人と交

流するきっかけをつかめた」、学校の先生からは 「子どもたちの新たな可能性を見出すことができた」な

どの感想が寄せ られています。

多様性社会、共生社会を実現するためには、自分の考えをきちんと伝えると同時に他人との違いを認

め、他人の話をしっかり聞いて理解する能力が必要です。そのきっかけ作りとして、読ませる文章の書

き方、魅せる写真の撮 り方などについて具体的にサポー トします。

若い世代にとっては、自分の気持ちを表現 したり、他人の話を聞いた りしながら、自分を確立してい

くステップが重要です。私たちのグループには、世界各国で仕事をしながらキャリを積み上げてきた人

もいます。情報洪水の中で自分を見失わずに生きるための指針 となるキャリア教育、メディアリテラシ

ー、人権などについても授業、講義、啓発活動を行います。

あなたの 「声」をだれかに伝え、だれかの 「声」をあなたに伝える。 ヴォイスは、そ うしてみんなを

つなぐ努力を続けたいと思っています。

イベン トや授業を希望する自治体、学校も増えつつあり、法人化 して実施することで、活動範囲が広

がって様々な要望に応えることができるようになると考えます。また、一般市民に参加 してもらうこと

で、ノウハウを体系的に伝えることが可能となるため、特定非営利活動法人の認証を申請いたします。

申請に至るまでの経緯

令和6年 2月 13日 設立準備会議を開催 し、設立の趣旨定款、事業計画及び活動予算、設立当初

の役員などについての案を審議

令和6年 3月 25日 設立総会を開催 し、設立代表者より設立の趣旨、定款、事業計画及び活動予算、

設立当初の役員などの案を提案 し、審議の上決定

28
令和 6年 3月 ,6日

設立代表者

氏名 橋本 弘道

圭
日

」日趣ニユｎ，＾
〓
一ロ




